
議案第４６号 

八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  平成２９年６月６日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

   八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部を改正する条例 

八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例（平成１７年条例第１８４号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１中次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規

定に下線で示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄

にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

別表第１（その１） 別表第１（その１） 

港湾施設一覧表 港湾施設一覧表 

施設別 種別 名称 位置 

（略）    

保管施設 野積場 （略）  

上屋 貨物上屋（内港） 〃 32 

〃 （港湾業務ビル） 〃 33 

  

旅客施設 待合所 北浜旅客待合所 

（大島行き） 

〃 34 

沖新田旅客待合所 

（大島行き） 

〃 35 

フェリー旅客センタ

ー（観光センター1階） 

〃 36 

フェリー駐車場 〃 37 

港湾環境

整備施設 

緑地 北浜公園 〃 38 

沖新田緑地公園 〃 39 

臨港交通

施設 

道路 臨港道路 1号線 〃 40 

〃 2号線 〃 41 

〃 3号線 〃 42 

〃 4号線 〃 43 

〃 5号線 〃 44 

〃 6号線 〃 45 

〃 7号線 〃 46 

橋梁 北灘橋 〃 47 

施設別 種別 名称 位置 

（略）    

保管施設 野積場 （略）  

上屋 貨物上屋（内港） 〃 32 

〃 （港湾業務ビル） 〃 33 

〃 （出島） 〃 34 

旅客施設 待合所 北浜旅客待合所 

（大島行き） 

〃 35 

沖新田旅客待合所 

（大島行き） 

〃 36 

フェリー旅客センタ

ー（観光センター1階） 

〃 37 

フェリー駐車場 〃 38 

港湾環境

整備施設 

緑地 北浜公園 〃 39 

沖新田緑地公園 〃 40 

臨港交通

施設 

道路 臨港道路 1号線 〃 41 

〃 2号線 〃 42 

〃 3号線 〃 43 

〃 4号線 〃 44 

〃 5号線 〃 45 

〃 6号線 〃 46 

〃 7号線 〃 47 

橋梁 北灘橋 〃 48 
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渡海橋 〃 48 

港湾業務

施設 

事務所 港湾業務ビル事務所 〃 49 

観光センター 

（2階以上） 

〃 50 

その他施

設 

交流施

設用地 

交流施設用地 〃 51 

 

渡海橋 〃 49 

港湾業務

施設 

事務所 港湾業務ビル事務所 〃 50 

観光センター 

（2階以上） 

〃 51 

その他施

設 

交流施

設用地 

交流施設用地 〃 52 

 

  

 別表第１中（その２）を次のように改める。 
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別表第２中次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規

定に下線で示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄

にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

別表第２ 別表第２ 

港湾施設使用料 港湾施設使用料 

種別 
分類及び 

単位 

金

額 
摘要 

(略)    

上 屋

使 用

料 

港湾業務ビル 

1平方メートル

につき1か月 

833

円 

1月に満たない場

合は、1日27.77

円／m２とする。 

内港及び沖新田

 1平方メート

ルにつき1か月 

314

円 

1月に満たない場

合は、1日10.49

円／m２とする。 

   

 

 

(略)    
 

種別 
分類及び 

単位 

金

額 
摘要 

(略)    

上屋

使用

料 

港湾業務ビル 

1平方メートル

につき1か月 

833

円 

1月に満たない場

合は、1日27.77

円／m２とする。 

内港及び沖新田

 1平方メート

ルにつき1か月 

314

円 

1月に満たない場

合は、1日10.49

円／m２とする。 

出島 1平方

メートルにつ

き1か月 

205

円 

1月に満たない場

合は、1日6.86円

／m２とする。 

(略)    
 

 備考 （略）  備考 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表

第１及び同表第２の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係

る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、

なお従前の例による。 

 

提案理由 

  出島の貨物上屋撤去に伴い、所要の改正を行うため。 
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